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�愛媛県告示第１０３８号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、中予地方局長から次のとおり公共測量

を実施する旨の通知があった。

令和５年９月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 令和５年９月１９日から

１２月３１日まで

３ 作業地域 松山市北吉田町地区

�������
�愛媛県告示第１０３９号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、新居浜市長から次のとおり公共測量が

終了した旨の通知があった。

令和５年９月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（空中写真撮影、写真地図作成）

２ 作業期間 令和５年４月２０日から

９月６日まで

３ 作業地域 新居浜市内全域

�愛媛県告示第１０３７号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和５年９月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年９月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

住民窓口の多様化モデル構
築事業委託業務 一式

愛媛県企画振興部デジ
タル戦略局スマート行
政推進課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

令和５年８月１０日
株式会社ガバメイツ
愛媛県松山市三番町四丁
目９－５

２４１，８９０，０００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第１号の規定による

毎週（火・金）曜日発行 第４４６号 令和５年９月２６日

令和５年９月２６日火曜日 第４４６号



愛 媛 県 報令和５年９月２６日 第４４６号

８８７

��������������

��������������

��������������

��������������

�愛媛県告示第１０４１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年９月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年９月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年９月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０４４号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

令和５年９月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 後柿之浦線

宇和島市津島町成字バンホトコロ１５９番１１地先から

同町成字広浦３６３番５地先まで
旧 ２．３～５．５ ０．３８５

宇和島市津島町成字バンホトコロ１５９番１１から

同町成字広浦３６３番５地先まで
新 ２．３～５．５

３．０～１５．０
０．３８５
０．３５０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 吉田宇和島線

宇和島市大浦２６０番１０ 旧 ４．３～４．５ ０．０６０

宇和島市大浦２６０番１９ 新 ５．１～５．６ ０．０６０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 後柿之浦線
宇和島市津島町成字バンホトコロ１５９番１１から

同町成字広浦３６３番５地先
令和５年９月２６日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 吉田宇和島線 宇和島市大浦２６０番１９ 令和５年９月２６日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

じん臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 泌 尿 器 科 住 友 別 子 病 院 浅 井 聖 史 新居浜市王子町３番１号 令和

５年９月１日

じん臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 泌 尿 器 科 住 友 別 子 病 院 宗 宮 快 新居浜市王子町３番１号 令和

５年９月１日
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労働委員会告示

�愛媛県告示第１０４５号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

令和５年９月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０４６号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

令和５年９月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県労働委員会告示第３号
労働委員会規則（昭和２４年中央労働委員会規則第１号）第６８条第１項の規定により、あっせん員候補者を次のとおり公示する。

令和５年９月２６日

愛媛県労働委員会

会 長 村 田 毅 之

愛媛県労働委員会あっせん員候補者名簿

じん臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 泌 尿 器 科 飯尾皮フ科泌尿器科 飯 尾 浩 之 西条市周布７８２番地 令和

５年９月１日

肢体不自由、呼吸器機能障害 小 児 科 愛媛県立新居浜病院 日 野 ひとみ 新居浜市本郷三丁目１番１号 令和
５年９月１日

肢体不自由、呼吸器機能障害 小 児 科 愛媛県立新居浜病院 田 代 良 新居浜市本郷三丁目１番１号 令和
５年９月１日

肢体不自由、呼吸器機能障害 小 児 科 愛媛県立新居浜病院 新居田 真 生 新居浜市本郷三丁目１番１号 令和
５年９月１日

肢体不自由、呼吸器機能障害 小 児 科 愛媛県立新居浜病院 内 海 大 輔 新居浜市本郷三丁目１番１号 令和
５年９月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

後 出 一 郎 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町四丁目５番５号 社会医療法人北斗会大洲中央
病院 大洲市東大洲５番地 令和５年

８月１日

鎌 田 ゆきえ 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町四丁目５番５号 愛 媛 県 立 新 居 浜 病 院 新居浜市本郷三丁目１番１号 令和４年
４月１日

中 矢 隆 大 西 条 中 央 病 院 西条市朔日市８０４番地 愛 媛 県 立 新 居 浜 病 院 新居浜市本郷三丁目１番１号 令和５年
４月１日

田 代 良 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 愛 媛 県 立 新 居 浜 病 院 新居浜市本郷三丁目１番１号 令和５年

４月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

ぼうこう又は直腸・小腸機能障
害

消化器腫瘍外
科

国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 惠 木 浩 之 東温市志津川 令和

５年８月３日

氏 名 現 職 又 は 地 位 委員経歴 委嘱年月日

村 田 毅 之
愛媛県労働委員会会長
松山大学法学部教授
松山大学大学院法学研究科教授

３５期
３９～４６期 令和５年９月１５日

大 野 圭 介 愛媛県労働委員会会長代理
弁 護 士 ４２～４６期 〃

小 田 敬 美
愛媛県労働委員会委員
愛媛大学法文学部教授
愛媛大学大学院人文社会科学研究科教授

４２～４６期 〃

武 智 雅 子 愛媛県労働委員会委員
特定社会保険労務士 ４３～４６期 〃
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重 松 大 輔 愛媛県労働委員会委員
弁 護 士 ４６期 〃

田 中 圭 子
愛媛県労働委員会委員
ＪＡＭ四国書記長
ＪＡＭ四国愛媛地区協議会特別役員

３８～４１期
４５～４６期 〃

中 塚 広 之
愛媛県労働委員会委員
日本労働組合総連合会愛媛県連合会副会長
自治労愛媛県本部執行委員長

４５～４６期 〃

曽 我 一 樹
愛媛県労働委員会委員
日本労働組合総連合会愛媛県連合会副会長
ＵＡゼンセン愛媛県支部長

４５～４６期 〃

白 石 浩 司 愛媛県労働委員会委員
日本労働組合総連合会愛媛県連合会事務局長 ４６期 〃

菊 川 泰 愛媛県労働委員会委員
日本労働組合総連合会愛媛県連合会会長 ４６期 〃

柴 田 智 恵
愛媛県労働委員会委員
（有）大豊陸送代表取締役
愛媛県経営者協会副会長

４３～４６期 〃

本 田 美 紀 愛媛県労働委員会委員
（有）オルソ本田取締役 ４４～４６期 〃

八 塚 洋 愛媛県労働委員会委員
愛媛県経営者協会専務理事 ４５～４６期 〃

島 原 豊 行 愛媛県労働委員会委員
（株）島原本舗代表取締役社長 ４６期 〃

土 岐 正 和 愛媛県労働委員会委員
住友共同電力（株）総務管理部長 ４６期 〃

筒 井 淑 矢 愛媛県労働委員会事務局長 ― 令和４年４月１日

岡 田 英 樹 愛媛県労働委員会事務局次長 ― 令和５年４月１日

大 石 正 人 愛媛県労働委員会事務局審査調整課長 ― 〃

令和５年９月２６日 発行


